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平成 24 年 9 月 3日 

復 興 事 業 局 

都 市 整 備 局 

 

 

太白区緑ヶ丘４丁目地区の一部区域を災害危険区域に指定します 

 
 
 東日本大震災において宅地の被害が甚大だった太白区緑ヶ丘４丁目の一部の区域について、仙

台市災害危険区域条例に基づき災害危険区域に指定します。 
 
 
１ 概要 

 太白区緑ヶ丘４丁目の一部の区域について、仙台市災害危険区域条例第２条第３号の規定に基

づき災害危険区域に指定します。 

 これに伴い、この区域では、同条例第４条第１項及び第２項の規定に基づき、住居の用に供す

る建築物の新築、増築などが禁止され、また、住居の用に供する建築物以外の建築物の建築に際

しては、一定の建築が制限されます。 

 

 ※仙台市災害危険区域条例は裏面参照 
 
 
２ 区域を指定する日 

 平成２４年９月１０日 

 
 
３ 指定する面積 

 ２．２ヘクタール 

 
 
４ 指定区域 

緑ヶ丘４丁目の一部の区域(裏面参照) 

 

 

 

 

 

資料２ 
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参考資料 仙台市災害危険区域条例 抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(趣旨) 

第一条 この条例は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第三十九条の規定に基づき、災

害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。 

(災害危険区域の指定) 

第二条 次の各号に掲げる区域を法第三十九条第一項に規定する災害危険区域に指定する。 

一 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号。以下「急傾斜地法」という。)第三

条第一項の規定により宮城県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域 

二 前号の急傾斜地崩壊危険区域の周辺その他急傾斜地(急傾斜地法第二条第一項に規定する急傾斜地をいう。以下同

じ。)の崩壊による危険の著しい区域で市長が指定するもの 

三 地すべりによる危険の特に著しい区域で市長が指定するもの 

四 前号に掲げる区域の周辺その他地すべりによる危険の著しい区域で市長が指定するもの 

五 津波による危険の特に著しい区域で市長が指定するもの 

 (建築の制限) 

第四条 第二条第三号及び第五号に掲げる区域においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。 

2 第二条第三号に掲げる区域において住居の用に供する建築物以外の建築物を建築する場合及び同条第四号に掲げる区

域において建築物を建築する場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。 

一 建築物の地階を除く階数が二以下であること 

二 建築物の基礎が一体の鉄筋コンクリート造であること 

三 前二号に定めるもののほか、建築物の基礎の底部(基礎ぐいを使用する場合にあっては、当該基礎ぐいの先端)が良好な

地盤に達していること等地すべりに対して構造耐力上安全であるための必要な措置が講じられていること 


